
 

 

 

 

 

 

 

 

三笠市地域公共交通計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三笠市 

 

令和5年(2023年)3月 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



－ 目  次 － 

 

はじめに ...................................................................................................................... 1 

Ⅰ 三笠市における公共交通の現状 ........................................................................... 2 

Ⅰ－１ 三笠市の概要 .................................................................................................... 2 

Ⅰ－２ 地域公共交通の現況 ...................................................................................... 11 

Ⅱ 計画の位置づけ ................................................................................................. 23 

Ⅱ－１ 第9次三笠市総合計画 .................................................................................... 23 

Ⅱ－２ 関連計画との連携 .......................................................................................... 24 

Ⅲ 住民ニーズの把握 .............................................................................................. 28 

Ⅲ－１ 住民アンケート調査実施概要 ....................................................................... 28 

Ⅳ 交通事業者・関係団体との連携 ........................................................................ 35 

Ⅳ－１ 三笠市地域公共交通活性化協議会について ................................................ 35 

Ⅴ 地域公共交通の活性化に向けた課題の整理 ...................................................... 38 

Ⅴ－１ 三笠市における公共交通の特性 ................................................................... 38 

Ⅴ－２ 地域公共交通の活性化に向けた課題の整理 ................................................ 38 

Ⅵ 三笠市地域公共交通計画 ................................................................................... 40 

Ⅵ－１ 基本的な方針 .................................................................................................. 40 

Ⅵ－２ 計画の区域・期間 .......................................................................................... 41 

Ⅵ－３ 計画の目標 ...................................................................................................... 42 

Ⅵ－４ 目標達成のための施策・事業 ....................................................................... 44 

Ⅵ－５ 計画達成状況の評価 ...................................................................................... 47 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 － 1 － 

はじめに 

三笠市は北海道のほぼ中央、空知地方南部に位置し、人口7,876人（令和4年3月末

現在）、総面積は302.52㎢です。市内の交通状況は、市西部に三笠ICを有する高速道

路が縦断しており、道庁所在地である札幌市まで車で約40分となっています。 

また、三笠ICより西部には、隣接する岩見沢市との境界を国道12号が南北に貫いて

います。国道12号及び三笠ICに接続している主要道道岩見沢三笠線は、市内を東西に

横切る幹線道路であり、市内東部で国道452号と交差しています。 

本市の65歳以上の老年人口割合は46.8%（令和4年3月末現在）に達しており、北海

道平均の32.1%（令和3年1月1日現在）と比較しても高齢化が進行しています。 

本市の公共交通機関には、北海道中央バスが運行している岩見沢美唄線及び三笠線

があり、収支率が55%を割り込んでいる岩見沢美唄線に関しては、路線の長さで案分

した負担額を沿線自治体が北海道中央バスに対して補助しており、令和3年度の本市

負担額は340千円でありました。 

また、北海道中央バスが運行していた路線の代替路線として、平成17年12月から三

笠市営バスの運行（3路線）を開始しました。本市の人口減少とともに乗車人員及び

乗車料収入も減少しており、現在は幌内線のみの運行となっています。令和3年度は

乗車人員が前年度比95.4%の13,131人、乗車料収入は前年度比93.9%の2,044千円とな

っています。市営バスの運賃収入と地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の合

計から運行経費を引いた収支に関しては、令和3年度は5,671千円の赤字でした。 

市内では他にハイヤー事業者1社（北交ハイヤー）が営業を行っている他、スクー

ルバスが2路線運行しています。 

市営バスにおいては乗車人員がゼロ人の便が毎日複数あり、今後も本市の人口減少

はほぼ避けられないなか、少ない輸送資源で最大の効果を発揮させ、住民の足である

公共交通をこれからも維持するため、効率的な公共交通体系の構築が喫緊の課題とな

っています。 

本計画書は、三笠市が今後取り組むべき課題を精査し、より持続可能で地域にとっ

て望ましい公共交通を形にした「地域公共交通計画」として策定したものです。 
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Ⅰ 三笠市における公共交通の現状 

Ⅰ－１ 三笠市の概要 

（１）位置・市街地特性 

① 位置 

三笠市は北海道のほぼ中央、石狩平野の東北部、空知地方の南部に位置し、隣接

市町村は北東に芦別市、東に夕張市、西南に岩見沢市、北に美唄市があります。 

地勢は東南北を諸山脈に囲まれている盆地で丘陵が多く西方に至り、やや平坦に

なっており、市の中央を貫通している幾春別川はその源を桂沢湖に求め、ほかの渓

流と合わせて岩見沢市にいたっています。 

地域は大きく10地区に分けることができます。工業団地や大規模商業施設が存在

する東の岡山地区、幾春別川以南に位置し農地の多い萱野地区、市中心部の三笠地

区、かつて幌内炭鉱があり現在は鉄道博物館などを有する幌内地区、同じく幌内炭

鉱があり現在は住宅地域となっている唐松地区、養護老人ホームなどがある清住地

区、かつての奔別炭鉱があり現在は住宅地域の弥生地区、同じく奔別炭鉱があり現

在は博物館などのある幾春別地区、幾春別の北に位置する奔別地区、幾春別から東

に位置する桂沢地区です。 

道道116号のほか、道道岩見沢桂沢線、道道三笠栗山線、国道12号により市外へ

の交通網が形成されています。 

気候は日本海側の内陸性冷温帯気候区に属していて、夏と冬の寒暖差が大きく、

冬季の降雪量が多くなっています。 

 

 
図 三笠市位置図  
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② 市街地特性 

三笠市は、市内各地の炭鉱を中心に発展してきた歴史から、居住地が点在してき

ましたが、現在では道道116号を軸に、岡山、三笠地区に人口の7割が集中していま

す。 

立地適正化計画でも、この点を踏まえた人口誘導区域が設定されています。 

 

 
図 地区区分図 

 

 
図 都市計画・用途地域の指定状況  
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（２）人口・世帯数の推移 

① 総人口・総世帯数 

三笠市の総人口は、昭和60年（1985年）までは2万人以上で推移していましたが、

その後減少傾向が顕著に表れており、令和2年（2020年）には8,040人となり、1万

人を下回っています。今後も人口減少が進行すると予測され、国立社会保障・人口

問題研究所の推計では、令和27年（2045年）には3,213人と予測されています。 

 

 
図 年齢３区分別人口推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018年3月推計）」 

 

  

9,899

5,198 4,225 3,510 2,102 1,538 1,243 975 773 694 655 497 410 340 285 237

28,190

18,007
16,192

14,725

11,224
9,407

7,695
6,383

5,121 4,199 3,566 2,917 2,485 2,100 1,706 1,405

2,464

2,544

2,902
3,276

3,723

4,171
4,623

4,569
4,327

4,181
3,819

3,137
2,607

2,170 1,860 1,571

40,553

25,749

23,319
21,511

17,049
15,116

13,561
11,927

10,221
9,076

8,040
6,551

5,502
4,610 3,851 3,213

24.4%

69.5%

6.1%

7.4%

43.7%

48.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
総人口 年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳）
老年人口（65歳以上） 年少人口（15歳未満）推計値 生産年齢人口（15～64歳）推計値
老年人口（65歳以上）推計値

（人） 推計値



 － 5 － 

② 年代別人口・構成比の推移 

三笠市の年代別・構成比は平成7年（1995年）までは老年人口が30％未満で推移

していましたが、その後増加傾向が顕著に表れており、平成22年（2010年）には

42.3%となり、40%を超えています。令和27年（2045年）には、48.9%になると予

測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分別人口構成の推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018年3月推計）」 
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③ 地区別人口の推移 

1995年からの地区別の人口推移と将来推計を見ると、1995年時点では、三笠地区

では8,400人以上、弥生・幾春別地区でも2,400人以上の地区別人口がいます。しか

し、2045年時点では、三笠地区では2,118人、弥生・幾春別地区では220人と予測さ

れており、また、その他すべての地区で人口が大幅に減少すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別人口の推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018年3月推計）」 
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（３）運転免許保有者 

本市は老年人口の割合が高いこともあり、近年は運転免許返納者数が増加していま

す。運転免許を返納した方々の移動手段を確保するため、公共交通の重要性が高まっ

ていくことが考えられます。 

 

 
図 運転免許返納者の推移 

 

 
図 運転免許保有者に対する返納者の割合 

運転免許返納状況資料：北海道警察（令和4年3月末時点） 
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（４）生活関連施設等の分布 

三笠市における主要な生活関連施設等の分布状況を見ると、岡山地区や三笠地区の

道道116号沿道に多く立地しています。 

公営住宅団地は、中心部を取り巻くような形で市街地の外側に分布しています。 
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図 主要生活関連施設立地状況（三笠市全域） 
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図 主要生活関連施設立地状況（三笠地区） 



 － 11 － 

Ⅰ－２ 地域公共交通の現況 

（１）地域公共交通の概要 

三笠市内を運行しているバスは、北海道中央バスが運行する「三笠線」、「岩見沢美

唄線」、「高速みかさ号」、三笠市が運行する「幌内線」の４路線となっています。 

このうち、「岩見沢美唄線」はイオンスーパーセンター三笠店を経由するものの、三

笠市の中心部は運行しておらず、他市町村とを結ぶバス路線となっています。そのた

め、中央バス「三笠線」、「高速みかさ号」、市営バス「幌内線」の３路線が三笠市民会

館を中心とした、市内中心部におけるバス路線網を形成しています。 

 

※平日ダイヤ 

資料：三笠市ホームページ、中央バス 

図 三笠市を運行する路線バス概要 

 

表 三笠市を運行する路線バス概要 

 

 

 

 

※令和4年ダイヤ（平日） 

三笠

小学校

幌内

1丁目

10便10便

幾春別町

13便

札幌駅前

ターミ

ナル

三笠

市民会館

2便

2便

岩見沢

ターミ

ナル

13便

美唄駅前

イオン

三笠店

4便

5便

「岩見沢美唄線」

「幌内線」

「高速みかさ号」

「三笠線」

区分 名称等 ルート等 頻度等※ 運行事業者
高速バス 高速みかさ号 三笠～岩見沢～札幌 2往復/日 中央バス

岩見沢美唄線 美唄～イオン三笠店～岩見沢 4往復/日 中央バス
三笠線 岩見沢～イオン三笠店～幾春別町 13往復/日 中央バス
幌内線 三笠小学校～幌内 10往復/日 三笠市営バス

路線バス
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路線バス以外では、市が実施主体としてスクールバス2路線を運行しているほか、

ハイヤー事業者である北交ハイヤーが営業しています。 

 

表 その他交通サービス 

 
※資料：三笠市 

 

 

区分 名称等 ルート等 運行頻度 対象者等 備考

幾春別線 幾春別町～三笠
小学校

1往復/日

美園線 三笠高校前～三
笠小学校

1往復/日

（全線運行）
※下校時のみ、美園線・幾
春別線の両路線を運行

三笠小学校～美
園～幾春別

1便/日

ハイヤー 北交ハイヤー㈱三笠営業所 市内全域 ― 制限なし 有料

スクール
バス

片道通学距離が2km以上を超える
児童

・三笠市スクールバス利用許可
証を交付
・既存の中央バス路線を利用



 

－
 
1
3

 －
 

（２）路線バスの現況 

① 運行ルート 

道道116号沿いに幹線である中央バス「三笠線」や「高速みかさ号」が走り、市営「幌内線」がフィーダー系統（枝線）として幌内

から三笠地区を走っています。 

 

 

図 三笠市を走るバス路線図 
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市営「幌内線」は、令和２年度（2020年度）から試験運行区間として榊󠄀町団地や高

美町団地、柏町児童公園前を経由する便を運行しています。 

 

 

 
図 市営バス幌内線路線図  
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② 運行ダイヤ 

市営バス幌内線 平日 

 
※令和4年1月18日改正ダイヤ 

  

平日 幌内１丁目  ⇒  三笠小学校

幌 内 １ 丁 目 6:40 7:35 8:17 9:05 10:15 11:55 14:20 16:20 17:15 18:10

鉄 道 記 念 館 6:41 7:36 8:18 9:06 10:16 11:56 14:21 16:21 17:16 18:11

幌 内 ３ 丁 目 6:42 7:37 8:19 9:07 10:17 11:57 14:22 16:22 17:17 18:12

幌 内 市 民 セ ン タ ー 前 6:42 7:37 8:19 9:07 10:17 11:57 14:22 16:22 17:17 18:12

北 星 町 6:43 7:38 8:20 9:08 10:18 11:58 14:23 16:23 17:18 18:13

三 笠 幌 内 郵 便 局 前 6:43 7:38 8:20 9:08 10:18 11:58 14:23 16:23 17:18 18:13

住 吉 町 6:44 7:39 8:21 9:09 10:19 11:59 14:24 16:24 17:19 18:14

住 吉 １ 番 地 6:44 7:39 8:21 9:09 10:19 11:59 14:24 16:24 17:19 18:14

初 音 町 入 口 6:45 7:40 8:22 9:10 10:20 12:00 14:25 16:25 17:20 18:15

本 町 6:46 7:41 8:23 9:11 10:21 12:01 14:26 16:26 17:21 18:16

ク ロ フ ォ ー ド 公 園 6:47 7:42 8:24 9:12 10:22 12:02 14:27 16:27 17:22 18:17

多 賀 町 6:48 7:43 8:25 9:13 10:23 12:03 14:28 16:28 17:23 18:18

市 民 会 館 6:49 7:44 8:26 9:14 10:24 12:04 14:29 16:29 17:24 18:19

農 協 前 6:50 7:45 8:27 9:15 10:26 12:05 14:30 16:30 17:25 18:20

ふ れ あ い 健 康 セ ン タ ー 6:51 7:46 8:28 9:16 10:27 12:06 14:31 16:31 17:26 18:21

柏 町 児 童 公 園 前 × × 8:30 9:18 10:29 12:08 14:33 16:33 × ×

高 美 町 団 地 × × 8:32 9:20 10:31 12:10 14:35 16:35 × ×

榊 町 団 地 × × 8:34 9:22 10:33 12:12 14:37 16:37 × ×

市 立 病 院 前 6:53 7:48 8:36 9:24 10:35 12:14 14:39 16:39 17:28 18:23

三 笠 小 学 校 6:55 7:50 8:38 9:26 10:37 12:16 14:41 16:41 17:30 18:25

平日 三笠小学校  ⇒  幌内１丁目

三 笠 小 学 校 7:56 9:42 11:00 12:30 13:50 15:00 15:40 16:50 17:41 18:50

市 立 病 院 前 7:58 9:44 11:02 12:32 13:52 15:02 15:42 16:52 17:43 18:52

榊 町 団 地 × 9:46 11:04 12:34 13:54 15:04 15:44 × × ×

高 美 町 団 地 × 9:48 11:06 12:36 13:56 15:06 15:46 × × ×

柏 町 児 童 公 園 前 × 9:50 11:08 12:38 13:58 15:08 15:48 × × ×

ふ れ あ い 健 康 セ ン タ ー 8:00 9:52 11:10 12:40 14:00 15:10 15:50 16:54 17:45 18:54

農 協 前 8:01 9:53 11:11 12:41 14:01 15:11 15:51 16:55 17:46 18:55

市 民 会 館 8:02 9:54 11:12 12:42 14:02 15:12 15:52 16:56 17:47 18:56

多 賀 町 8:03 9:55 11:13 12:43 14:03 15:13 15:53 16:57 17:48 18:57

ク ロ フ ォ ー ド 公 園 8:04 9:56 11:14 12:44 14:04 15:14 15:54 16:58 17:49 18:58

本 町 8:05 9:57 11:15 12:45 14:05 15:15 15:55 16:59 17:50 18:59

初 音 町 入 口 8:06 9:58 11:16 12:46 14:06 15:16 15:56 17:00 17:51 19:00

住 吉 １ 番 地 8:07 9:59 11:17 12:47 14:07 15:17 15:57 17:01 17:52 19:01

住 吉 町 8:07 9:59 11:17 12:47 14:07 15:17 15:57 17:01 17:52 19:01

三 笠 幌 内 郵 便 局 前 8:08 10:00 11:18 12:48 14:08 15:18 15:58 17:02 17:53 19:02

北 星 町 8:08 10:00 11:18 12:48 14:08 15:18 15:58 17:02 17:53 19:02

幌 内 市 民 セ ン タ ー 前 8:09 10:01 11:19 12:49 14:09 15:19 15:59 17:03 17:54 19:03

幌 内 ３ 丁 目 8:09 10:01 11:19 12:49 14:09 15:19 15:59 17:03 17:54 19:03

鉄 道 記 念 館 8:10 10:02 11:20 12:50 14:10 15:20 16:00 17:04 17:55 19:04

幌 内 １ 丁 目 8:11 10:03 11:21 12:51 14:11 15:21 16:01 17:05 17:56 19:05

網掛け：榊󠄀町団地・柏町児童公園前・高美団地経由
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市営バス幌内線 休日 

 
※令和4年1月18日改正ダイヤ 

 

  

休日 幌内１丁目  ⇒  三笠小学校

幌 内 １ 丁 目 6:45 8:05 9:05 11:00 12:05 14:10 16:05 17:05 18:20

鉄 道 記 念 館 6:46 8:06 9:06 11:01 12:06 14:11 16:06 17:06 18:21

幌 内 ３ 丁 目 6:47 8:07 9:07 11:02 12:07 14:12 16:07 17:07 18:22

幌 内 市 民 セ ン タ ー 前 6:47 8:07 9:07 11:02 12:07 14:12 16:07 17:07 18:22

北 星 町 6:48 8:08 9:08 11:03 12:08 14:13 16:08 17:08 18:23

三 笠 幌 内 郵 便 局 前 6:48 8:08 9:08 11:03 12:08 14:13 16:08 17:08 18:23

住 吉 町 6:49 8:09 9:09 11:04 12:09 14:14 16:09 17:09 18:24

住 吉 １ 番 地 6:49 8:09 9:09 11:04 12:09 14:14 16:09 17:09 18:24

初 音 町 入 口 6:50 8:10 9:10 11:05 12:10 14:15 16:10 17:10 18:25

本 町 6:51 8:11 9:11 11:06 12:11 14:16 16:11 17:11 18:26

ク ロ フ ォ ー ド 公 園 6:52 8:12 9:12 11:07 12:12 14:17 16:12 17:12 18:27

多 賀 町 6:53 8:13 9:13 11:08 12:13 14:18 16:13 17:13 18:28

市 民 会 館 6:54 8:14 9:14 11:09 12:14 14:19 16:14 17:14 18:29

農 協 前 6:55 8:15 9:15 11:10 12:15 14:20 16:15 17:15 18:30

ふ れ あ い 健 康 セ ン タ ー 6:56 8:16 9:16 11:11 12:16 14:21 16:16 17:16 18:31

柏 町 児 童 公 園 前 × × × 11:13 12:18 14:23 16:18 × ×

高 美 町 団 地 × × × 11:15 12:20 14:25 16:20 × ×

榊 町 団 地 × × × 11:17 12:22 14:27 16:22 × ×

市 立 病 院 前 6:58 8:18 9:18 11:19 12:24 14:29 16:24 17:18 18:33

三 笠 小 学 校 7:00 8:20 9:20 11:21 12:26 14:31 16:26 17:20 18:35

休日 三笠小学校  ⇒  幌内１丁目

三 笠 小 学 校 8:35 9:50 11:35 13:35 15:35 17:45 19:20

市 立 病 院 前 8:37 9:52 11:37 13:37 15:37 17:47 19:22

榊 町 団 地 × 9:54 11:39 13:39 15:39 × ×

高 美 町 団 地 × 9:56 11:41 13:41 15:41 × ×

柏 町 児 童 公 園 前 × 9:58 11:43 13:43 15:43 × ×

ふ れ あ い 健 康 セ ン タ ー 8:39 10:00 11:45 13:45 15:45 17:49 19:24

農 協 前 8:40 10:01 11:46 13:46 15:46 17:50 19:25

市 民 会 館 8:41 10:02 11:47 13:47 15:47 17:51 19:26

多 賀 町 8:42 10:03 11:48 13:48 15:48 17:52 19:27

ク ロ フ ォ ー ド 公 園 8:43 10:04 11:49 13:49 15:49 17:53 19:28

本 町 8:44 10:05 11:50 13:50 15:50 17:54 19:29

初 音 町 入 口 8:45 10:06 11:51 13:51 15:51 17:55 19:30

住 吉 １ 番 地 8:46 10:07 11:52 13:52 15:52 17:56 19:31

住 吉 町 8:46 10:07 11:52 13:52 15:52 17:56 19:31

三 笠 幌 内 郵 便 局 前 8:47 10:08 11:53 13:53 15:53 17:57 19:32

北 星 町 8:47 10:08 11:53 13:53 15:53 17:57 19:32

幌 内 市 民 セ ン タ ー 前 8:48 10:09 11:54 13:54 15:54 17:58 19:33

幌 内 ３ 丁 目 8:48 10:09 11:54 13:54 15:54 17:58 19:33

鉄 道 記 念 館 8:49 10:10 11:55 13:55 15:55 17:59 19:34

幌 内 １ 丁 目 8:50 10:11 11:56 13:56 15:56 18:00 19:35

網掛け：榊󠄀町団地・柏町児童公園前・高美団地経由
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中央バス三笠線 

 
※令和4年4月1日改正（夏ダイヤ） 

 

 

中央バス 高速みかさ号 

   
※令和4年4月1日改正（夏ダイヤ） 

 

 

  

平日 幾春別町　⇒　岩見沢ターミナル

幾 春 別 町 6:45※ 6:50 7:30 8:10 9:00 9:40 10:40 12:10 13:10 14:40 16:10 17:10 18:40

三 笠 市 民 会 館 6:50 7:09 7:49 8:29 9:19 9:59 10:59 12:29 13:29 14:59 16:29 17:29 18:59

イ オ ン 三 笠 店 南 口 7:02 ― 8:01 8:41 9:31 10:11 11:11 12:41 13:41 15:11 16:41 17:41 19:11

5 条 東 18 丁 目 7:13 7:28 8:12 8:52 9:42 10:22 11:22 12:52 13:52 15:22 16:52 17:52 19:22

労 災 病 院 正 門 7:15 7:30 8:14 8:54 9:44 10:24 11:24 12:54 13:54 15:24 16:54 17:54 19:24

4 条 東 13 丁 目 7:17 7:32 8:16 8:56 9:46 10:26 11:26 12:56 13:56 15:26 16:56 17:56 19:26

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 7:26 7:42 8:28 9:07 9:57 10:37 11:37 13:07 14:07 15:37 17:07 18:07 19:37

※美園市民センター始発、学休日運休

平日 岩見沢ターミナル  ⇒  幾春別町

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 7:00 7:40 8:25 9:30 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 17:00 18:10 19:10 21:00

4 条 東 13 丁 目 7:07 7:47 8:32 9:37 11:07 12:07 13:07 14:37 16:07 17:07 18:17 19:17 21:07

労 災 病 院 正 門 7:09 7:49 8:34 9:39 11:09 12:09 13:09 14:39 16:09 17:09 18:19 19:19 21:09

5 条 東 18 丁 目 7:11 7:51 8:36 9:41 11:11 12:11 13:11 14:41 16:11 17:11 18:21 19:21 21:11

イ オ ン 三 笠 店 南 口    ― 8:02 8:47 9:52 11:22 12:22 13:22 14:52 16:22 17:22 18:32 19:32 ―

三 笠 市 民 会 館 7:32 8:17 9:01 10:06 11:36 12:36 13:36 15:06 16:36 17:37 18:46 19:46 21:31

幾 春 別 町 7:54 8:39 9:23 10:28 11:58 12:58 13:58 15:28 16:58 17:59 19:08 20:08 21:53

休日 幾春別町　⇒　岩見沢ターミナル

幾 春 別 町 6:50 8:00 9:00 9:40 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 16:10 18:40

三 笠 市 民 会 館 7:09 8:19 9:19 9:59 10:29 11:29 12:29 14:29 15:29 16:29 18:59

イ オ ン 三 笠 店 南 口 ― 8:31 9:31 10:11 10:41 11:41 12:41 14:41 15:41 16:41 19:11

5 条 東 18 丁 目 7:28 8:42 9:42 10:22 10:52 11:52 12:52 14:52 15:52 16:52 19:22

労 災 病 院 正 門 7:30 8:44 9:44 10:24 10:54 11:54 12:54 14:54 15:54 16:54 19:24

4 条 東 13 丁 目 7:32 8:46 9:46 10:26 10:56 11:56 12:56 14:56 15:56 16:56 19:26

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 7:42 8:57 9:57 10:37 11:07 12:07 13:07 15:07 16:07 17:07 19:37

休日 岩見沢ターミナル  ⇒  幾春別町

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 7:40 8:25 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:40 20:30

4 条 東 13 丁 目 7:47 8:32 9:07 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 17:07 18:47 20:37

労 災 病 院 正 門 7:49 8:34 9:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:09 17:09 18:49 20:39

5 条 東 18 丁 目 7:51 8:36 9:11 10:11 11:11 13:11 14:11 15:11 17:11 18:51 20:41

イ オ ン 三 笠 店 南 口 8:02 8:47 9:22 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 17:22 19:02 ―

三 笠 市 民 会 館 8:17 9:01 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 17:37 19:16 21:01

幾 春 別 町 8:39 9:23 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:58 17:59 19:38 21:23

三笠市民会館　⇒　札幌駅前ターミナル

三 笠 市 民 会 館 7:15 9:30

岡 山 小 学 校 前 7:22 9:37

萱 野 7:24 9:39

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 7:45 10:00

札 幌 駅 前 タ ー ミ ナ ル 8:43 10:58

札幌駅前ターミナル　⇒　三笠市民会館

札 幌 駅 前 タ ー ミ ナ ル 15:25 17:55

岩 見 沢 タ ー ミ ナ ル 16:25 18:55

萱 野 16:42 19:12

岡 山 小 学 校 前 16:45 19:15

三 笠 市 民 会 館 16:53 19:23
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（３）利用者数の推移 

路線バスの年間利用者数の推移をみると、いずれの路線も年間利用者数は減少傾向

となっています。 

市営バス「幌内線」についても年間利用者数は減少傾向にあり、平成22年度（2010

年度）と令和2年度（2020年度）の利用者数を比較すると約63%減少しています。 

中央バス「高速みかさ号」は、平成29年度（2017年度）から令和元年度（2019年度）

は利用者数が横ばいとなっていますが、その後は新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、年間利用者数が減少傾向となっています。 

 

 
資料：北海道中央バス提供、三笠市 

 

図 バス路線の年間利用者数の推移 
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（４）中央バスへの公的負担額の推移 

中央バスについては、国庫・道費補助と運行収益で運行しています。しかし、公共

交通利用者数減少の影響による収入の低下、人件費や車両修繕費等経費の増加により、

経常収益が落ち込み、今後は公的負担額が増加する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス路線への公的負担額の推移 
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（５）市営バス路線の運営状況と公的負担額の推移 

市営バス「幌内線」は、乗車人員が減少していることで運賃収入も減少しています。

運賃収入が減少している一方、運行に要した経費や運行委託費は労務単価の上昇等に

より減少していません。令和2年度（2020年度）には車両更新により、車両維持費等

の減額を図りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響から運賃収入が減少し、市

負担額の増加が見込まれる状況にあります。 

 

 
※2008年度まで幌内線のほか萱野線と山の手線、2009年度は幌内線のほか萱野線を運行 

※2010年度以降は幌内線のみ運行 

図 乗車人員と運賃収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 運行に要した経費・運行委託費の推移 
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図 公的負担額の推移 
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（６）市営バス幌内線試験運行便の利用者数の推移 

市営「幌内線」は、令和２年度（2020年度）から試験運行区間として榊󠄀町団地や高

美町団地、柏町児童公園前を経由する便を運行しています。榊󠄀町団地停留所は柏町児

童公園前、高美町団地と比較すると、1日当たりの利用客数が多く、地域住民の足と

して定着し始めていることがわかります。 

 

表 試験運行便の1日あたり利用状況 

停留所 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度（4～9 月） 

榊󠄀町団地 8.2 人 7.3 人 5.4 人 

高美町団地  0.8 人 0.7 人 

柏町児童公園前  0.5 人 0.4 人 

農協前（参考） 9.8 人 9.6 人 7.8 人 

※高美町団地、柏町児童公園前については、令和3年度は令和4年1月18日から同年3月末まで 
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Ⅱ 計画の位置づけ 

Ⅱ－１ 第9次三笠市総合計画 

（１）基本理念 

「日本一安心して誰もが暮らし続けたい自然豊かな元気田園産業都市」 

 

（２）総合計画の趣旨 

時代の変化に適切に対処するとともに、本市の持つ特性を活かし元気で魅力あるま

ちをつくり、子どもたちが誇れるまちになるよう、未来に向けたまちづくりを進める

ため、具体的な施策等を指針として示すものです。 

 

（３）総合計画の基本目標 

基本理念実現を目指すため、本市は、国や北海道の総合戦略で定める基本目標を踏

まえ、以下の基本目標の下に継続した取組みを進めます。 

基本目標１ 人が育つまち三笠 

基本目標２ 人が元気で働けるまち三笠 

基本目標３ 人が快適に生活を楽しむまち三笠 

基本目標４ 人が安心して暮らせるまち三笠 

基本目標５ 人と自然が共存できるまち三笠 

基本目標６ 人が未来に向かって夢を育めるまち三笠 

 

（４）地域公共交通計画の位置づけ 

地域公共交通については、「基本目標３ 人が快適に生活を楽しむまち三笠」の主

要施策の一つとして位置付けられています。 

地域公共交通計画策定により持続可能な公共交通のあり方について指針を示すほ

か、公共交通確保のための市営バスの運行、札幌圏とのアクセス向上などを推進して

いきます。 

 

 

 

  



 － 24 － 

Ⅱ－２ 関連計画との連携 

（１）三笠市都市計画マスタープラン 

「三笠市都市計画マスタープラン」は、「第８次三笠市総合計画」、「三笠市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」及び「三笠市人口ビジョン」に即して策定され、また各種

計画・構想との連携や北海道が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

に即した土地利用や都市施設などの都市計画の基本的な方針です。 

本計画で公共交通については、以下のように位置づけられています。 

 
 

（２）三笠市立地適正化計画 

「三笠市立地適正化計画」は、「三笠市都市計画マスタープラン」の目指す将来都市

像と目標を踏まえ、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方を基に、都市

機能の集約と公共交通の充実等によるよりコンパクトで持続可能なまちづくりを目

指すものです。 

本計画においては、「第9次三笠市総合計画」における将来都市像の実現に向け、都

市機能及び公共交通の最適化を図り、持続可能なまちづくりを目指すため、まちづく

りの方針を以下のように設定しています。 

 

「恵まれた自然環境・地域資源と調和した、 

誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なまちづくり」 

 

目指すべきまちづくりの方針（ターゲット）「恵まれた自然環境・地域資源と調和し

た、誰もが安心・安全で暮らしやすい持続可能なまちづくり」を見据え、道路網、人

口の集積状況、公共交通路線、都市施設の配置等をもとに拠点と都市軸からなる将来

都市骨格構造を設定しています。 

第６章 都市づくりの部門別方針 

１ 都市計画の骨格課題 

（２）都市施設の整備 

ア 道路・交通網整備 

【目標】 

安全、安心、快適な交通アクセスの充実を図ります。 

【基本方針】 

○民間バス路線の営業存続と市営バスの運行により、生活不便を解消し、「人

の移動しやすい都市環境」をつくります。 
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将来都市構造図 

 

本計画で公共交通については、以下のように位置づけられています。 

 

【拠点】

【骨格軸】

主要拠点

都市軸

歴史文化振興
エリア

■主要拠点（都市機能・居住誘導設定区域）
市域各所からのアクセス性に優れ、行政機能、商業機能、医療機能などの都
市機能を提供する拠点

■歴史文化振興エリア
三笠市独自設定エリア

■都市軸
国道12号に接する岡山から、三笠市の中心部である
三笠地区に繋がり、幾春別に至る沿線

■誘導方針 

〇持続可能な公共交通ネットワークの構築 

・市民の市内外における移動実態を把握した上での公共交通の最適化 

・主要ターミナルにおける拠点機能の強化 

・新たな交通システム（循環バス、デマンドバス等）の導入検討 

・全国の同規模市町村における先進的な取組みの導入の検討 

■誘導施策 

【公共交通ネットワークの維持】 

コンパクトな市街地を形成するためには、都市機能誘導区域外から都市機能誘

導区域内へ容易にアクセスできることが重要となるため、既存の公共交通（北海

道中央バス（三笠線、高速みかさ号）、市営バス（幌内線）、ハイヤー）を今後も

維持していく必要があります。 

市営バスの市民への利用拡大の働きかけとして、広報みかさや市のホームペー

ジなどを活用し、現在それぞれの運行事業者が発信している運行ダイヤ・路線・

料金などの情報の一元化を図るとともに、観光や買い物、通院など利用目的に応

じた情報提供、また、キャッシュレス決済の促進等による利便性向上を図ること

で、既存の路線バスやハイヤーを維持しつつ、運行の効率化を図り、本市の実情

に合った交通システムの研究を行います。 
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（３）三笠市過疎地域持続的発展市町村計画 

「三笠市過疎地域持続的発展市町村計画」は、令和3年4月1日に過疎地域の持続可

能な発展と自立を促す「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行さ

れたことを受け、少子高齢化対策や産業活性化などの施策によって過疎地域の課題解

決を目指すものです。 

本計画で公共交通については、以下のように位置づけられています。 

 
 

  

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

ウ 交通 

市内のバス路線の利用者数は、マイカーの普及や人口減少により減少傾向にあ

る。北海道中央バス株式会社による路線バスは、岩見沢と幾春別を連絡する三笠

線のみが運行されているが、廃止された幌内方面については「市民の足」を確保

するため市営バスで対応している。 

今後も、中央バス三笠線と市営バスを軸に、買い物や通院などの「市民の足」

を確保するために、交通網を整備することが重要な課題となっている。 

また、都市圏等と連結し、通勤・通学を容易にするため、当市を通過する都市

間高速バスの停留所の設置等を検討する必要がある。 

（２）その対策 

ク 市営バス運行体系の見直しなどにより、地域住民にとって最良な「足の確保」

を図る。 

サ 高速バスの停留所設置等を検討する。 
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（４）三笠市強靱化計画 

「三笠市強靱化計画」は、地震、台風などによる豪雨や大雪等の自然災害といった

今後起こりうる大規模自然災害に備え、「災害に強いまち」をつくるため、三笠市にお

ける国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものです。 

本計画で公共交通については、以下のように位置づけられています。 

 
 

  

【三笠市強靱化のための施策プログラムの策定及び推進事業一覧】 

４．ライフラインの確保 

４－４市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

（交通ネットワークの整備）重点 

・災害時における広域交通の分断を回避するため、幹線道路と中心市街地を連

結するアクセス道路の整備をはじめ、緊急輸送道路、避難路等の整備を計画

的に推進する。 

（道路施設の防災対策等）重点 

・道路防災総点検の結果を踏まえ、落石や岩石崩落など要対策箇所への対策工

事について、関係機関に対して要望を行う。  

・橋梁をはじめとした道路施設の老朽化対策について、施設ごとの長寿命化計

画等に基づき計画的な施設の補修・更新を行うとともに、施設の適切な維持

管理を実施する。 

《指 標》 

・バス路線 民間1路線、市営1路線（R1） 

【目標】 民間1路線、市営1路線（R5）  

・道路長寿命化計画の策定 策定済（R1）  

・橋梁の修繕率 60％（R1） 

【目標】 100％（R5） 
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Ⅲ 住民ニーズの把握 

Ⅲ－１ 住民アンケート調査実施概要 

（１）住民アンケートの実施概要 

住民アンケートは市民の普段の移動実態（通勤通学・買い物・通院等）や公共交通

に対するニーズを把握することを目的として、令和4年9月30日に調査票を郵送しまし

た。 

回答は「郵送返信」または「Web回答」とし、期限は令和4年10月16日と設定し、

10月31日まで回収分で回答を締め切りました。 

 

表 市民アンケートの実施概要 

対 象 20歳以上の三笠市民のうち3,200人を無作為抽出 

配布方法 郵送配布 

回収方法 郵送回収 

調査票にQRコードを記載し、Web回答も可能とした。 

回収数・回収率 郵送回収による有効回答票 1,153票 

Web回答による有効回答票  243票 

合計           1,396票（回収率43.6％） 

 

   
図 回答者の年代・性別 

 

 

 

  

20代

3.7%

30代

9.2%

40代

13.0%

50代

14.5%

60代

19.7%

70代

27.1%

80歳以上

12.2%

無回答

0.6%

43.4%

52.4%

4.2%

男性

女性

無回答
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（２）住民アンケートの実施結果 

三笠市の公共交通利用の傾向として、高齢者による買い物や通院に利用されている

ことが多く、また利用者の半分以上は女性であることがわかりました。運転免許返納

者の利用も確認でき、今後の公共交通推進における検討材料の一つとして、活用して

いきます。 

利用者満足度については、現段階では「不満」と感じる方が多い結果となりました

が、今後、「満足」の割合を高めることができるよう、各種取組みを進めていきます。

持続可能な公共交通の実現に向けて、今後もアンケート調査を行い、利用者の方々の

ニーズに応えていきたいと考えています。 

 

市内の路線バスの満足度 

 
 

 

路線バスの運行が無くなった場合 

  

満足

3.0%
おおむね

満足

12.1%

やや不満

14.9%

不満

13.3%

利用して

いないの

でわから

ない

51.3%

無回答

5.4%

17.0%

50.1%

16.5%

13.0%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

利用していないので困らない

万が一のときのために

運行がなくなると困る

たまに利用するので

運行がなくなると困る

普段から利用するので

運行がなくなると困る

無回答
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公共交通維持と市民負担の考え方 

 
 

 

持続可能な公共交通体系の構築に向けて、必要だと思う取組み 

 
 

 

 

  

13.9%

42.8%

33.8%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

大幅な負担増でも

利便性を向上させるべき

負担増でも現状維持すべき

負担が増加しない範囲でサービス

水準の低下はやむをえない

無回答

11.0%

7.4%

29.2%

35.7%

61.5%

8.2%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

観光利用の掘り起こし

体験試乗会による

新規利用者の掘り起こし

電話やインターネット

による予約制のバス

減便などによる

バス路線の効率化

公共交通を使っていきやすい

場所に生活便利施設等を集約する

環境意識を高め

公共交通の利用につなげる

無回答

（複数回答可。数値は選択率）

（数値の合計は100%とならない）
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【参考】アンケート調査票 1/4 
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【参考】アンケート調査票 2/4 
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【参考】アンケート調査票 3/4 
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【参考】アンケート調査票 4/4 
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Ⅳ 交通事業者・関係団体との連携 

Ⅳ－１ 三笠市地域公共交通活性化協議会について 

市内を運行するバス、ハイヤー会社といった交通事業者や、地域住民、関係官公庁

担当者、学識経験者など公共交通に係る幅広い意見を聴取するために、三笠市地域公

共交通活性化協議会を令和4年1月から設立しています。 

過去の協議内容については、下記のとおりです。 

 

■令和3年度第1回三笠市地域公共交通活性化協議会 

と  き 令和4年1月25日（火） 

と こ ろ 書面会議 

参加者名 

三笠市副市長右田敏、北海学園大学工学部教授鈴木聡士、立石興業㈱代表取締

役立石敦、北海道中央バス㈱岩見沢営業所所長平瀬公司、(一社)北海道バス協

会常務理事岡田勝博、岩見沢北交ハイヤー㈱代表取締役長谷川透、北海道開発

局札幌開発建設部岩見沢道路事務所副所長住田則行、空知総合振興局札幌建設

管理部岩見沢出張所次長山口毅、札幌方面岩見沢警察署交通課長村田和外、三

笠市老人クラブ連合会会長富沢忍 三笠市婦人団体連絡協議会工藤壽子、北海

道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官久保田一好、北海道地方交通運輸産

業労働組合協議会副議長児玉成治、空知総合振興局地域政策課長髙松正裕 

議  題 役員の互選 

     市営バス幌内線（令和2年10月～令和3年9月）事業評価 

     三笠市地域公共交通計画策定スケジュール 
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■令和4年度第1回三笠市地域公共交通活性化協議会 

と  き 令和4年6月27日（月） 

と こ ろ 三笠市役所301号室 

参加者名 

三笠市副市長右田敏、岩見沢北交ハイヤー㈱代表取締役長谷川透、北海道開発

局札幌開発建設部岩見沢道路事務所副所長山口和哉、空知総合振興局札幌建設

管理部岩見沢出張所次長山口毅、札幌方面岩見沢警察署交通課長村田和外、北

海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官經亀真利、同運輸企画専門官三宅

真菜、北海道地方交通運輸産業労働組合協議会副議長児玉成治、空知総合振興

局地域政策係長宗山暁男 

議  題 役員の互選（監事の選任） 

     三笠市地域公共交通活性化協議会財務規程の制定 

     令和４年度予算案 

     地域内フィーダー系統確保維持計画(案)  

     三笠市地域公共交通計画の策定状況 

 

■令和4年度第2回三笠市地域公共交通活性化協議会 

と  き 令和5年1月17日（火） 

と こ ろ 三笠市役所301号室 

参加者名 

三笠市副市長右田敏、立石興業㈱代表取締役立石敦、北海道中央バス㈱岩見沢

営業所所長濵和己、岩見沢北交ハイヤー㈱代表取締役長谷川透、北海道開発局

札幌開発建設部岩見沢道路事務所副所長山口和哉、空知総合振興局札幌建設管

理部岩見沢出張所次長山口毅、札幌方面岩見沢警察署交通課長黒澤良恒、三笠

市老人クラブ連合会会長富沢忍、三笠市婦人団体連絡協議会工藤壽子、北海道

運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官經亀真利、空知総合振興局地域政策課

長井神淳 

議  題 地域内フィーダー系統確保維持計画に係る事業評価 

     三笠市地域公共交通計画概要（案） 

     三笠市地域公共交通計画に係る事業評価 
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■令和4年度第3回三笠市地域公共交通活性化協議会 

と  き 令和5年3月23日（木） 

と こ ろ 三笠市役所301号室 

参加者名 

三笠市副市長右田敏、立石興業㈱代表取締役立石敦、北海道中央バス㈱岩見沢

営業所所長濵和己、岩見沢北交ハイヤー㈱代表取締役長谷川透、空知総合振興

局札幌建設管理部岩見沢出張所次長山口毅、札幌方面岩見沢警察署交通課長黒

澤良恒、三笠市老人クラブ連合会会長富沢忍、三笠市婦人団体連絡協議会工藤

壽子、北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官經亀真利、北海道地方交

通運輸産業労働組合協議会副議長児玉成治、空知総合振興局地域政策課長井神

淳 

議  題 三笠市地域公共交通計画の策定 

     市営バス幌内線試験運行期間の延長 

     自家用有償旅客運送登録の更新 

     令和５年度予算案 
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Ⅴ 地域公共交通の活性化に向けた課題の整理 

Ⅴ－１ 三笠市における公共交通の特性 

三笠市を運行している路線バスは、現在4路線運行されており、うち2路線は三笠市

民会館を中心とし、他市町村とを結ぶバス路線です。岩見沢市・美唄市・札幌市とい

った都市部を繋ぐ路線により、市外へ向かう交通手段は、ハイヤーを除くとバス路線

によって確保されている状況にあります。 

市内では、ハイヤー会社が1社営業しており、バスの運行区域外、運行時間外の時

間において多くの方々の市内移動の利便性向上に寄与しています。 

また、市営バス幌内線について高齢者の買い物等の利便性向上の観点から、令和2

年4月より、榊󠄀町経由便の実証運行を開始し、令和4年1月からは更に柏町、高美町を

経由させるよう実証運行路線を延長しています。 

その他交通サービスについては、学生の足として市内の小学校、高校にスクールバ

スを運行し、中央バス三笠線、高速みかさ号、市営バス幌内線と合わせて、学生向け

の輸送資源については複数保有している地域であると言えます。 

 

Ⅴ－２ 地域公共交通の活性化に向けた課題の整理 

三笠市の公共交通の現状、特性を踏まえ、三笠市における地域公共交通の活性化に

向けた課題を次のとおり整理しました。 

 

（１）持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネットワークの形成 

三笠市には鉄道がなく、自家用車やハイヤーを除くと中央バス三笠線が市外への唯

一の交通手段ですが、管内人口の減少等に伴い、運行維持が困難な状況になりつつあ

ります。 

こうした状況を打開すべく、幹線系統への支援のみならず、交通ネットワークの再

編や幹線系統につながる枝線であるフィーダー系統の幌内線の運行を効率化するこ

とが重要となります。 

同時にクロスセクター効果の検証を行い、現状の公共交通の必要性についても提示

することが必要です。 
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（２）公共交通利用促進・活性化に向けた情報発信 

公共交通を取り巻く環境は、年数を追う毎に過酷化しており、三笠市においても路

線バス等の利用者は年々減少しています。そうした中で、市民へバス路線や料金、利

用方法などきめ細かい発信をするなどして、利用促進に向けた取組みを検討する必要

があります。 

また、令和2年度に導入したキャッシュレス決済の活用、令和3年度に作成したGTFS

データの活用など、社会環境の変化に応じた取組みを進めることで、市民だけではな

く、市外から訪れる観光客等に対する公共交通利用促進につながるものと考えます。 

 

（３）地域との協働 

現代の高齢化社会においては、移動を自家用車に頼らざるを得ない状況は好ましく

なく、地域内での生活を支える移動手段として、公共交通が果たす役割は今後ますま

す重要となってきます。このため、バス路線の維持・確保、利便性の向上、新たな公

共交通の導入にあたっては、行政や交通事業者だけでなく、市民の積極的な公共交通

利用や、商店街との連携など、地域と協働して取り組むことが必要です。 

自家用車から公共交通への乗り換えを促進し、新たなモビリティの検討の際にはそ

の利便性のみならず、ゼロカーボン宣言都市として環境に配慮した電気自動車等の車

両を選定するなど、人と自然が調和した交通環境の構築に努める必要があります。 

 

（４）ＰＤＣＡサイクルによる事業評価の導入 

地域公共交通の活性化に向けては、今後さまざまな取組みが考えられますが、この

取組みを継続的に実施していく（Ｄｏ）とともに、その取組みについて結果を評価し

（Ｃｈｅｃｋ）、問題点や改善すべき点があれば見直し（Ａｃｔｉｏｎ）、次の新たな

取組みの計画を検討する（Ｐｌａｎ）、ＰＤＣＡサイクルに基づく事業評価の導入に

より、公共交通活性化に向けた持続的な取組みの推進が必要です。 
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Ⅵ 三笠市地域公共交通計画 

Ⅵ－１ 基本的な方針 

総合計画に策定された目指すべきまちの姿及び地域の課題を踏まえ、「市民益と経

済性を両立できる安心・安全で持続可能な交通体系」の構築を目指し、以下の４つを

基本的な方針とします。 

 

【基本方針１】持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネットワークの形成 

市営バス幌内線については、アンケートやこれまでの試験運行により得られたデー

タ等を活用した上で、バス停の位置変更や無人運転、幌内線のデマンドシステムなど

の技術導入を含め、路線再編や料金形態等を検討します。 

その他、福祉有償運送、スクールバスといった交通サービスと公共交通との棲み分

けを明確化し、地域の輸送資源を総動員した、地域自らがデザインする公共交通の実

現に努めます。 

【基本方針２】公共交通利用促進・活性化に向けた取組みの強化・充実 

公共交通の利用促進・活性化に向けて、広報みかさや市のホームページなどを活用

し、現在それぞれの運行事業者が発信している運行ダイヤ・路線・料金などの情報の

一元化を図るとともに、観光や買い物、通院など利用目的に応じた情報提供など、情

報発信の強化・充実を図ります。 

また、キャッシュレス決済の促進等による利便性向上を図り、公共交通利用者の減

少を防ぐよう、取組みを進めます。 

【基本方針３】地域が一体となった取組みの展開 

公共交通は、地域住民の移動を支える基盤であることから、市内の事業者や住民、

行政、運行事業者など、地域が一体となって公共交通を支える取組みを進めます。 

他方で、ハイヤー事業者が営業している地域の優位性を生かし、バス停から離れた

地域については、官民協働で持続可能な公共交通の実現に向けた取組みを進めます。 

【基本方針４】広域移動を支える路線の維持・充実 

三笠市と札幌など他市町村との広域移動を支えるバスは、市民生活を支えるととも

に、三笠市を生活圏に含む周辺住民の足としての役割を果たしていることから、国や

道、関係市町村及び運行事業者と連携しながら広域路線の維持、充実のための取組み

を進めます。 

また、三笠市は、各地区に豊かな地域性を有しており、地域の特性を活かし、生活

面のみならず観光面での利活用など、潜在的なニーズの把握に努め、バス路線の利用

促進に向けた取組みを進めます。 
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Ⅵ－２ 計画の区域・期間 

（１）区域 

計画の区域は、三笠市全域とします。 

 

 
計画区域 

 

（２）期間 

本計画の期間は令和５年度から令和９年度までの5年間とします。 
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Ⅵ－３ 計画の目標 

【基本方針１】持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネットワークの形成 

■５年度の目標【ＫＰＩ（重要業績評価指数）】 

市営バス運行の公的負担額（令和3年度決算基準各年前年比103%以内を目標） 

（単位 千円） 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 

13,481 13,885 14,302 14,731 15,173 15,628 16,097 

 

参考：市営バス運行の公的負担額（※決算書ベース）（単位 千円） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 

公的負担額 11,703 14,192 14,128 13,151 12,883 13,481 

前年比 - 121% 100% 93% 98% 105% 

前年比の平均値 -   103%   

 

【基本方針２】公共交通利用促進・活性化に向けた取組みの強化・充実 

■５年度の目標【ＫＰＩ（重要業績評価指数）】 

市営バス１便あたり利用者数 

R4年度 R9年度 

―人/便 2.1人/便 

 

参考：市営バス１便あたり利用者数（※決算書ベース） 

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 平均 

2.5人/便 2.4人/便 2.0人/便 1.9人/便 1.8人/便 2.1人/便  

 

【基本方針３】地域が一体となった取組みの展開 

■５年度の目標【ＫＰＩ（重要業績評価指数）】 

地域一体として行う事業に協力する事業者の数 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 

― 3 4 5 6 7 
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【基本方針４】広域移動を支える路線の維持・充実 

■５年度の目標【ＫＰＩ（重要業績評価指数）】 

広域路線バスへの公的負担額 

（令和3年度比111%以内を目標） 

R3 年度 R9 年度 

2,064 千円 2,291千円 

 

参考：市営バス運行の公的負担額（※決算書ベース）（単位 千円） 

 H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

バス停維持費 1,934 2,244 2,024 1,907 2,096 2,068 

①中央バス路線沿い 

停留所維持費 
1,612 1,870 1,687 1,590 1,747 1,724 

②美唄線負担金 424 626 792 544 417 340 

①＋② 2,036 2,496 2,479 2,134 2,164 2,064 

①＋②H29~R3平均  
2,268 

（対H28比 111%） 
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Ⅵ－４ 目標達成のための施策・事業 

【基本方針１】持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネットワークの形成 

① 市営バス幌内線の運行 

幌内線は、幌内地区と市内市街地を結び、地区住民の重要な移動手段となってい

るとともに、幌内線の運行によって、幌内地区の大半が公共交通圏としてカバーさ

れています。また、幌内地区にある三笠鉄道村など観光資源へのアクセス手段でも

あり、市外からの来訪者による幹線系統からの乗り継ぎ利用も想定されています。 

このため、幌内線については、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（フィー

ダー補助・車両減価償却補助）を活用し財源とすることで、今後も幹線系統の枝線

（フィーダー系統）として運行し、幹線系統の維持確保を図ります。 

② 市内路線網の検証・再編の実施 

停留所別乗降者数データの検証を行うほか、市営バスの利用者の自由な意見を聞

くため、バス車内や市内主要停留所に一定期間アンケートボックスを設置し今後の

公共交通の検証に利用します。また、市内の人の流れを予測し、バス停の位置変更

や無人運転、デマンドシステムなどの技術導入について検討し、市営バス路線の最

適化を図ります。 

③ クロスセクター効果の検証 

クロスセクター効果とは、「地域公共交通の運行に対して行政が負担している財

政支出」と「地域公共交通を廃止したとき追加的に必要となる分野別代替費用」を

比較することで把握できる地域公共交通の多面的な効果を言います。 

この効果を検証することで、地域公共交通が医療や福祉、観光など様々な面で効

果を発揮していることが把握でき、施策の関連性の可視化が容易となります。 

このクロスセクター効果を活用して、より持続可能で利用者にとっても使いやす

い公共交通の実現を目指します。 

 

【基本方針２】公共交通利用促進・活性化に向けた取組みの強化・充実 

① 「バスを使ってみようデー（仮称）」の設定 

市民にバス利用の利便性を実感していただくため、主な利用者と想定される市内

小中学生や高齢者等向け乗車体験としてバス無料デーを設定し、広報などで周知し

ます。 

また、冬季は雪でバス停が見えづらくなることから、乗降時の安全確認等、交通

安全の観点から、事故防止に係る注意喚起を行います。 
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② 有料広告の設置 

市営バス車内に有料広告設置スペースを設けることで、地域経済の活性化を図り、

かつ広告主も公共交通の一翼を担う位置づけにすることにより地域全体で公共交

通を推進する体制づくりに努めます。 

また、広告収入により、持続可能な公共交通の実現に寄与します。 

③ キャッシュレス決済の利用促進 

現在幌内線に設置されているキャッシュレス端末の利用促進、拡大の検討を行い、

バス沿線で利用可能な施設を増やすことにより、公共交通の利用促進を図ります。 

④ ノーカーデーの推進 

北海道が推進するノーカーデーの取組みについて、公共交通の利用促進等を図る

べく、三笠市においても取組みを推進します。 

実施期間は北海道と同様とし、広報みかさ等を活用して広く周知します。 

 

【基本方針３】地域が一体となった取組みの展開 

① 各施設へのバス、ハイヤーの利用情報配布 

時刻表やハイヤー運賃などの情報を市内商店や観光施設に設置し、利用客にバス

やハイヤーの利用を促進します。 

なお、観光客にとって、ハイヤーは市の「案内役」として利用する側面もありま

すので、行政が利用を促進するだけでなく、民間事業者自身も町の主要施設等に関

する情報収集に努め、観光客の充実した三笠観光の実現に寄与します。 

② 環境意識啓発などによる各地域住民・企業によるバス利用促進 

バスの利用は脱炭素による環境保護につながることを周知し、環境保護意識の啓

発による、自家用車からバスへの乗り換えの促進を図ります。また、市営の公共交

通施策において新たなモビリティを検討する場合には、環境負荷の低い電気自動車

等を考慮します。 

出張時に積極的にバス利用を図る企業を評価するなど、地域の交通と環境を守ろ

うとする姿勢が積極的に評価される空気を醸成します。 

③ 公共交通の担い手確保に向けた取組みの実施 

運転手や整備士など、公共交通の担い手を確保し路線の維持を図るため、運行事

業者の担い手の募集活動への協力などの取組みを実施します。 

④ 待合スペース増加 

市内の商店や施設について、イートインなどでの待合利用が可能となるよう、市

内の事業者に協力を依頼し、利便向上を図ります。  



 － 46 － 

【基本方針４】広域移動を支える路線の維持・充実 

① 近隣都市との路線維持に効果的な取組みの推進 

関係市町と連携して地域生活路線として運行する既存路線に対し、利用状況を把

握しながら運行補助の実施を継続します。 

② 高速バスを中心とした札幌圏との公共交通の利便性向上策の研究推進 

高速みかさ号をはじめとするインターチェンジ付近への高速バス停設置や高速

バスの利用向上策などを研究し、交流人口増加による路線確保と利便向上を図りま

す。 
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Ⅵ－５ 計画達成状況の評価 

（１）事業スケジュール 

各事業のスケジュール 

 
 

 

  

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023年度) (2024年度) (2025年度) (2026年度) (2027年度)

【基本方針１】

【基本方針２】

【基本方針３】

【基本方針４】
①

近隣都市との路線維持に効果的

な取組みの推進広域移動を支え

る路線の維持・

充実 ②

高速バスを中心とした札幌圏と

の公共交通の利便性向上策の研

究推進

①
各施設へのバス、ハイヤーの利

用情報配布地域が一体と

なった取組みの

展開 ②
環境意識啓発などによる各地域

住民・企業によるバス利用促進

③
公共交通の担い手確保に向けた

取組みの実施

④ 待合スペース増加

①
「バスを使ってみようデー（仮

称）」の設定公共交通利用促

進・活性化に向

けた取組みの強

化・充実

② 有料広告の設置

③ キャッシュレス決済の利用促進

④ ノーカーデーの推進

① 市営バス幌内線の運行
持続可能な公共

交通の実現に向

けた市内公共交

通ネットワーク

の形成

② 市内路線網の検証・再編の実施

③ クロスセクター効果の検証
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（２）計画達成状況の評価 

事業の実施においては、常にPlan（事業計画）・Do（実施）・Check（評価）・Action

（改善点の抽出）のＰＤＣＡサイクルにより計画を推進し、必要に応じて事業内容の

見直しを行うものとします。 

具体的には、毎年度末に計画登載事業に係る達成状況を三笠市地域公共交通活性化

協議会内で審議し、Ａ～Ｅまでの５段階で評価します。 

【Ａ～Ｅまでの評価】 

Ａ・・・順調に推移している 

Ｂ・・・ほぼ順調に推移している 

Ｃ・・・やや遅延している 

Ｄ・・・かなり遅延している 

Ｅ・・・達成困難 

各登載事業において、Ｅ（達成困難）と評価された場合、当該事業の課題点、問題

点について協議し、事業内容の見直しを行います。 

また、登載事業が順調に推移し、２年度連続でＫＰＩ（最重要業績評価指数）を達

成した場合は、新たな目標値を設定し、その達成に向けた取組みを進めます。 

達成度等を指標化しづらい事業内容も含まれますが、より良い取組みへ向けて事業

の検証を行うものとし、必要に応じて計画全体の見直しを行います。 

 

 

 

 


